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昨
日
、
携
帯
電
話
に
身
に
覚
え
の
な

い
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
の
請
求
電
話
が
あ
っ

た
。
留
守
電
に
「
サ
イ
ト
利
用
料
が
未
納

な
の
で
電
話
く
だ
さ
い
」
と
あ
っ
た
の
で
、

か
け
た
。
相
手
は
サ
イ
ト
名
を
早
口
で
名

乗
っ
た
が
、気
が
動
転
し
て
い
た
の
で
覚

え
て
い
な
い
。相
手
は
、「
国
の
許
可
を
受

け
た
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
だ
。先
月
○
○
日

夜
七
時
ご
ろ
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。サ
イ

ト
料
は
月
払
い
だ
。今
月
分
の
六
万
五
千

円
が
未
納
な
の
で
支
払
っ
て
ほ
し
い
」と

一
方
的
に
言
っ
た
。

　

こ
ち
ら
も「
覚
え
が
な
い
。消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
相
談
し
て
か
ら
明
日
電
話
す

る
」と
伝
え
た
。相
手
は「
お
願
い
し
ま
す
」

と
言
っ
て
切
っ
た
。こ
の
後
、ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
。

�
　
 
無
差
別
に
か
け
て
い
る
架
空
請
求

の
電
話
と
思
わ
れ
る
の
で
、決
し
て
支
払

わ
な
い
よ
う
、今
後
は
連
絡
せ
ず
相
手
に

し
な
い
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。
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先
月
、口
座
引
き
落
と
し
に
し
て
い

る
携
帯
料
金
が
異
常
に
高
額
だ
っ
た
の
で
、

調
べ
た
て
み
た
と
こ
ろ
、中
学
生
の
息
子

の
利
用
と
分
か
っ
た
。携
帯
の
名
義
は
夫

で
リ
ビ
ン
グ
に
置
き
っ
ぱ
な
し
の
こ
と
が

多
く
、請
求
の
明
細
書
も
見
な
か
っ
た
が
、

通
帳
の
記
帳
を
し
た
と
き
に
高
額
な
引
き

落
と
し（
パ
ケ
ッ
ト
料
金
が
八
万
円
発
生

し
て
い
た
）に
気
付
い
た
。息
子
は
友
人
の

携
帯
の
よ
う
に
父
親
の
携
帯
も
パ
ケ
ッ
ト

定
額
制
と
思
っ
て
い
た
と
言
う
。携
帯
会

社
は
、通
常
よ
り
高
額
に
な
っ
た
ら
連
絡

し
て
き
て
当
然
で
は
な
い
か
。

�
　
 
通
常
よ
り
利
用
額
が
異
常
に
な
っ

た
場
合
に
契
約
者
へ
連
絡
を
入
れ
る
携
帯

会
社
も
あ
り
ま
す
が
、当
該
会
社
は
連
絡

し
て
お
ら
ず
、法
的
規
制
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

契
約
者
が
父
親
な
の
で
、管
理
責
任
も

問
わ
れ
、未
成
年
利
用
で
の
保
護
を
求
め

る
の
は
無
理
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、経
済
的
な
理
由
で
一
括
払
い

は
困
難
な
場
合
、引
き
落
と
さ
れ
る
前
な

ら
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
減
額
交
渉
の

あ
っ
せ
ん
も
で
き
ま
す
。し
か
し
、す
で
に

引
き
落
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、交
渉
は
困

難
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。

　

他
の
相
談
機
関
の
紹
介
を
求
め
ら
れ
た

の
で
、総
務
省
の
窓
口
を
紹
介
し
ま
し
た
。
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今
月
転
入
し
て
き
た
が
、従
前
の
マ

ン
シ
ョ
ン
退
去
時
の
敷
金
十
五
万
円
の
う

ち
、原
状
回
復
費
と
し
て
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
、畳
の
表
替
え
、ふ
す
ま
の
張
替
え

な
ど
十
四
万
円
請
求
さ
れ
た
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
見
る
と
、経
年
に
よ

る
通
常
損
耗
で
の
畳
の
表
替
え
や
ハ
ウ
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
を
請
求
す
る
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
と
家
主
に
伝
え
た
が
、

応
じ
て
も
ら
え
な
い
。

　

ま
だ
精
算
さ
れ
て
い
な
い
が
、原
状
回

復
費
を
引
い
た
額
が
振
り
込
ま
れ
る
よ
う

に
思
う
が
、ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

�
　

原
状
回
復
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い

て
説
明
し
、家
主
に
敷
金
返
還
請
求
の
内
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こ
こ
数
年
、
借
金
を
重
ね
返
せ
な
く
な

る
多
重
債
務
者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
リ

ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
る
生
活
の
た
め
の
借
金
、

計
画
性
の
な
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利

用
な
ど
、
誰
に
で
も
多
重
債
務
に
陥
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
お
金
を
借
り
る
前
に

し
っ
か
り
考
え
ま
し
ょ
う
。
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①
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
無
計
画
に
買
物
を
す
る
。

②
失
業
等
に
よ
る
生
活
苦
・
病
気
・
事
故
等

　

の
予
期
せ
ぬ
出
来
事
、あ
る
い
は
事
業

　

の
資
金
繰
り
の
た
め
に
借
金
を
す
る
。

③
友
人
・
知
人
に
頼
ま
れ
、
安
易
に
連
帯

　

保
証
人
に
な
り
、
債
務
を
負
う
。

④
厳
し
い
取
り
立
て
に
追
わ
れ
、返
済
の

　

た
め
に
新
た
な
借
金
を
重
ね
る
。

⑤
悪
質
な「
紹
介
屋
」・「
整
理
屋
」・「
買
い

　

取
り
屋
」等
の
被
害
に
あ
う
。
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容
証
明
を
出
す
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、返
還
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、法
的

措
置
を
考
え
る
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。
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原
状
回
復
と
は
、

「
借
り
主
の
故
意
・

過
失
、ま
た
は
善

良
な
管
理
者
と
し

て
注
意
を
払
っ
て

使
用
す
る
義
務
に
違
反
し
た
場
合
や
、そ

の
他
通
常
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
使
用
を

し
て
生
じ
た
損
耗
を
復
旧
す
る
こ
と
」を

い
い
ま
す
。そ
の
費
用
は
、借
り
主
が
負
担

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

経
年
に
よ
る
変
化
や
通
常
の
使
用
に
よ

る
損
耗
な
ど
の
修
理
費
用
は
、本
来
の
賃

料
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
�
原
状
回

復�
と
は
、「
借
り
主
が
借
り
た
当
時
の
状

態
に
戻
す
こ
と
で
は
な
い
」こ
と
を
明
確

に
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
者
に
係
る
苦
情
相
談
は
、�
次
々

販
売�
や�
点
検
商
法�
、�
催
眠
商
法�

に
関
す
る
相
談
が
多
く
、
特
に
、
判
断
力

が
低
下
し
て
い
る
高
齢
者
を
狙
っ
て
、
繰
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三条デイサービスセンター、アクティブライフ山芦屋、
西山郵便局、芦屋病院、和風園、あしや聖徳園、朝日ケ
丘集会所、コープミニ東山、東山郵便局、アクティブラ
イフ芦屋
�������	�
前田集会所、コープミニ西芦屋 、市民センター・公民館、
ＪＲ芦屋駅、ラポルテ市民サービスコーナー、大原集会所、
男女共同参画センター、ロングライフ芦屋、上宮川文化
センター、翠ケ丘集会所

���������	��
市役所北館受付、くらら芦屋、体育館・青少年センター、芦屋税務署、芦屋警察署、
商工会、芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所）、茶屋集会所、春日集会所、若宮町集会所、
打出教育文化センター、あしや市民活動センター
�������	�
ハートフル福祉公社、芦屋ケアセンターそよ風、竹園集会所、図書館、美術博物館、
谷崎潤一郎記念館、西蔵集会所、エルホーム芦屋、打出集会所、あしや喜楽苑、
潮見集会所､保健福祉センター、あしや温泉、浜風集会所、海浜公園プール、マイラ
イフ芦屋、愛しや、浜風の家、コミュニティー・プラザ（市営住宅・県営住宅）、さく
らの園、総合公園、チャーミング・スクウェア芦屋
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用する中、本年６月18日に改正貸金業法が完全
れ、年収を証明する書類が必要となりました。
返済でお悩みのかたは、まずご相談ください！
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①
必
要
以
上
に
カ
ー
ド
は
持
た
な
い
。
安

　

易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
や
ロ
ー
ン
を
利
用
し

　

な
い
。
借
入
金
は
返
済
能
力
を
考
え
、

　

必
要
最
小
限
に
し
、
借
金
が
ど
れ
ぐ
ら

　

い
あ
る
か
、
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

②
返
済
の
た
め
の
借
入
は
し
な
い
。「
紹

　

介
屋
」・「
整
理
屋
」・「
買
取
屋
」
な
ど

　

の
甘
い
宣
伝
文
句
や
お
と
り
広
告
は
、

　

う
の
み
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

③
返
済
困
難
に
な
っ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま

　

ず
、
早
め
に
専
門
の
相
談
窓
口
に
相
談

　

し
ま
し
ょ
う
。

※
債
務
の
問
題
で
お
悩
み
の
場
合
は
、
気

　

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
解
決
方
法
は

　

き
っ
と
見
つ
か
り
ま
す
。

が
低
下
し
て
い
る
高
齢
者
を
狙
っ
て
、
繰

り
返
し
契
約
さ
せ
る
悪
質
業
者
も
多
い
の

で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

本
人
に
被
害
者
意
識
が
な
い
場
合
、
周

囲
の
人
の
声
か
け
で
被
害
が
発
見
で
き
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に

は
、
家
族
や
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
い
ら
な
い
と
き
は
、
き
っ
ぱ
り

断
る
こ
と
が
大
事
で
す
の
で
、
日
ご
ろ
か

ら
高
齢
者
に
は
伝
え
、
細
や
か
な
見
守
り

が
必
要
で
す
。
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　「自分の情報は自分で守る」という意識を持つことが大切です。
　気軽にアンケートに答えたり、利用目的も確かめないで個人

情報を提供するのはやめましょう。
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　週末に、緊急のアドバイスが必要なかたは、ご利用ください。
���������������������〈土・日曜日　午前10時～午後４時〉

　消費生活センターでは、悪質商法、食品・商品情報、省エネ、
金融知識、相談先情報など消費生活に関するトラブルの相談や、
図書・ビデオの貸し出しなど、情報提供を行っています。
　くらしのセミナーやリサイクル手芸・料理教室等、さまざま
な講座・教室を開催しています。お気軽に、お立ち寄りください。

消費生活センターでは、10人以上のグループからの依頼があれ
ば、消費生活相談の事例をもとに、その時々に多発している悪
質商法や商品情報等について、ご希望の場所へ出向いて、講座
を行なっています。
　日時・テーマについて、ご希望をお知らせください。
�������	
�������　
�������	
��　悪質商法・健康器具トラブル、振込め
詐欺　��������　悪質商法　��������	
�
消費生活センター・リサイクル手芸
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　悪質業者の甘い言葉や強引さに惑わされず、いらないもの
ははっきり断ることが肝心です。
　どんな場合でも、その場で契約せずに、家族や周りの人に
相談しましょう。
　困ったときは、早めに消費生活センターへご相談ください。
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　訪問販売などの特定の取り引きで商品やサービスの契約を
したとき、「契約をやめたい」と思ったら、契約書面を受け取っ
てから一定の期間内であれば、無条件で解約できる制度です。
　はがきに解約通知を書き、郵便局から『特定記録郵便』で
出しましょう。期間については、取り引き内容によって異な
りますので、ご相談ください。
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　人権文化の進展と人権課題の解決を目指し、本年度も「人権
問題文芸作品」のじぎく文芸賞への応募作品を募集します。
　概要は、次のとおりです。奮ってご応募ください。
�����　県内在住・在勤・在学のかた　�����　未発
表・未投稿（インターネットを含む）の自作作品で、人権文化の
進展と人権課題の解決に寄与する内容の小説・随想・詩・童話

���　11月〈予定〉　�����　９月21日（火）〈消印有効〉
までに、必ず郵送で。＊詳細は下記へお問い合わせください。
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10枚以内２枚以内
20枚以上

30枚以内
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10枚以上�������
�������
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　夏休み最後の日曜日に開催する「星空映画会」、
親子ご一緒にお楽しみください。
���　８月29日（日）午後７時〈日没〉～上映
���　総合公園・陸上競技場（陽光町）
�����　「ケロロ軍曹～奇跡の時空島～」　
�����　１時間14分
�����　直接会場へ
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　市では、「芦屋シティグラフ」（Ａ４判・52ページ／全
カラー刷り）を発行・発売しています。
　芦屋の自然や歴史、芦屋ゆかりの芸術・文学・文化－。
それらに触れつつ散歩を楽しめるコースの紹介、行政
の動きや統計、また市内の医療機関一覧（地図）など盛り
だくさんの情報を、写真170点のほかイラストや地図と
ともにわかりやすく掲載しています。ご活用ください。

�����　市役所行政情報コーナー・ラポルテ市民
サービスコーナー　���　300円
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　　　　　　　　　　平日・執務時間内
�������	
������
　������　金曜日・午後１時～４時
　※予約…希望週の月曜日・午前９時～
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　お金の借入れが便利になり、若い人の利用も利用
施行し、借入れ残額が年収の３分の１以内に制限され
一時の誘惑で借金せず、時にはがまんも必要です。返

�������　潮芦屋ビーチから
�� � � � �　第23回 芦屋市サマーサッカーフェスティバル
　　　　　　　　ジェネレーションズ・フェスタ in 芦屋大学
��������　芦屋市・モンテベロ市学生親善使節①
�� � � ��熱中症に気をつけましょう
　　　　　　　　市議会定例会の日程
　　　　　　　　敬老会を開催します
�������　写真で振り返る「芦屋市制の70年」

����
������������	
���������

���������	���������	
���������	
����
��������	
���������	
������������
��������	
�������������������������	
��
�������	
���������������������������������

① 8 :30
②12:00
③16:00
④18:15
⑤22:45
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